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『保険診療の手引』（入院点数を除く）2024 年６月版正誤 (2024.７.31) 

※訂正箇所はゴシック太字下線で表示しております。 

※追補は■印を付しています。 

頁 訂正箇所 誤 正 

225 B001･37 

慢性腎臓病透

析予防指導管

理料の「併せ

て算定できな

いもの」欄 

・外来集団栄養食事指導料 

・集団栄養食事指導料 

・在宅時医学総合管理料 

・施設入居時等医学総合管理料 

・外来栄養食事指導料 

・集団栄養食事指導料 

・在宅時医学総合管理料 

・施設入居時等医学総合管理料 

■ 

334 
上から 11 行

目 

は、令和６年９月 30 日までの間に限り、１の（3）、

（9）又は（11）を満たす。（2024.3.5 厚労省通知） 

は、令和６年９月 30 日までの間に限り、１の（3）、

（9）及び（11）を満たす。（2024.3.5 厚労省通知） 

512 

往診料と緊急

往診加算、夜

間・休日往診

加算、深夜往

診加算の表 
 

  

533 
中見出し部分

の番号修正 

(16) 患者 1 人当たりの平均訪問診療回数が 12 回

以上の場合の取扱い 

(17) 在宅医療ＤＸ情報活用加算 

(18) 往診の翌日の訪問診療の取扱い 

(19) 患家における診療時間が１時間を超える… 

(20) 患家の負担とする交通費は実費とする。 

(17) 患者 1 人当たりの平均訪問診療回数が 12 回以

上の場合の取扱い 

(18) 在宅医療ＤＸ情報活用加算 

(19) 往診の翌日の訪問診療の取扱い 

(20) 患家における診療時間が１時間を超える･･･ 

(21) 患家の負担とする交通費は実費とする。 

■ 

639 
左段上から４

行目 

っており、地域支援体制加算又は在宅患者調剤加算

… 

っており、地域支援体制加算又は在宅薬学総合体制

加算… 

1117 

■ 

左の下から１

枠目に追加 

 

フェインジェク

ト静注 500ｍｇ 

(本製剤投与前の血中 Hb値が

8.0/dL 以上の場合)、本製剤

の投与が必要と判断した理

由を記載する。 

830600194 
投与前の血中 Hb 値（フェインジェクト静

注 500mg）；****** 

830600071 
投与が必要と判断した理由（フェインジ

ェクト静注 500mg）；****** 

1120 

■ 

左の下から２

枠目に追加 

 

モノヴァー静

注 500ｍｇ 

モノヴァー静

注 1000ｍｇ 

(本製剤投与前の血中 Hb値が

8.0/dL 以上の場合)、本製剤

の投与が必要と判断した理

由を記載する。 

830600195 
投与前の血中Hb値（モノヴァー静注500mg

等）；****** 

830600176 
投与が必要と判断した理由（モノヴァー

静注 500mg 等）；****** 

■

1147 

上から 2 行目 入院中の患者以外の患者について、各年６月１日か

ら７日までの… 

入院中の患者以外の患者について、各年７月１日か

ら７日までの… 

1777 右段下から 17

行目 

小規模多機能型居宅介護事務所、… 小規模多機能型居宅介護事業所、… 

最新の正誤表については、保団連 HP(https://hodanren.doc-net.or.jp/)でも紹介しておりますので、ご確認下さい。 

 


